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金融審議会金融分科会 我が国金融∑資本市場の国際化に関するスタディ

グループ報告～上場会社等のコーポレート∑ガバナンスの強化に向けて～ 

【談話∑講演等】 
※ このコーナーは、大臣、副大臣、大臣政務官、金融庁幹部が行った談話・講演等についての情報をお

届けするものです。 

 

● 講演 
・ 谷本金融担当副大臣講演「今般の金融危機に対する日本の貢献」（平成 21 年 6 月 8 日・IMC 京都

総会） 
 

・ IMC 京都総会「変化する規制環境」における佐藤金融庁長官発言（平成21年６月８日）英文   
 

・ 佐藤金融庁長官講演「グローバルな金融規制改革とその含意」（平成21年６月10日・第４回年次 

日本投資フォーラム）英文 ・ 資料   

 

・ 佐藤金融庁長官講演「我が国金融システムの現状と金融庁の政策対応」（平成21年６月17日・日

本外国人特派員協会）英文 ・ 資料   

 

・ 佐藤金融庁長官講演「我が国の金融ビジネス環境；現在の進捗と今後の変化」（平成 21 年６月 22

日・国際銀行協会）英文 ・ 資料   

【特集】 

 

 

 

  

 

平成21年６月17日、金融審議会金融分科会「我が国金融・資本市場の国際化に関するスタディグルー

プ」（座長 池尾和人 慶応義塾大学経済学部教授）において、「金融審議会金融分科会 我が国金融・

資本市場の国際化に関するスタディグループ報告～上場会社等のコーポレート・ガバナンスの強化に向け

て～」がとりまとめられました。 

同スタディグループでは、我が国金融・資本市場のあり方を考えていく上で、上場会社等におけるコー

ポレート・ガバナンスの充実を通じ、株主・投資者その他のステークホルダーに目を向けた良質な経営が

実現されていくことが重要であるとの観点に立ち、上場会社等のコーポレート・ガバナンスを強化すべく、 

・ 第三者割当増資への対応など上場会社等の資金調達等をめぐる問題 

・ 取締役会のあり方などガバナンス機構をめぐる問題 

・ 議決権行使を通じたガバナンスの発揮など投資者による議決権行使等をめぐる問題 

等の幅広い問題について、昨年10月から８回にわたり審議が行われました。 

「金融審議会金融分科会 我が国金融・資本市場の国際化に関するスタディグループ報告～上場会社等

のコーポレート・ガバナンスの強化に向けて～」は、同スタディグループにおける検討結果をとりまとめ

たものです。金融庁としては、取引所等と連携しつつ、同スタディグループ報告の内容を十分に踏まえ、

関係制度の整備等に、早急に取り組んでいきます。 

 

<報告の概要> 

○ 第三者割当増資への対応など上場会社等の資金調達等をめぐる問題 

我が国上場会社等のコーポレート・ガバナンスについて内外の投資者等から強い懸念が表明されてい

る要因の一つとして、上場会社等が市場において行う資金調達等をめぐって、少数株主等の利益を著し

く損なうような事例などが後を絶たないことが挙げられる。上場会社等の資本政策をめぐるガバナンス

の強化は喫緊の課題であり、市場における資金調達等をめぐる公正性・透明性の確保の観点から、以下

のような対応がとられるべきである。 

http://www.fsa.go.jp/common/conference/danwa/index.html
http://www.fsa.go.jp/common/conference/danwa/20090608.html
http://www.fsa.go.jp/en/announce/state/20090608-2.html
http://www.fsa.go.jp/en/announce/state/20090610-1.html
http://www.fsa.go.jp/en/announce/state/20090610-1/01.pdf
http://www.fsa.go.jp/en/announce/state/20090617-1.html
http://www.fsa.go.jp/en/announce/state/20090617.pdf
http://www.fsa.go.jp/en/announce/state/20090622-1.html
http://www.fsa.go.jp/en/announce/state/20090622-1.pdf
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・ 第三者割当増資について、資金使途・割当先についての開示の充実、大幅な支配比率の希釈化等 

を伴う場合に、取引所による審査や経営陣から独立した者による意見表明等の適正手続の確保等 

・ MSCB（転換価格修正条項付転換社債型新株予約件付社債）等の発行について、発行条件の合理 

性や発行後の行使状況等に係る開示の充実 

 

○ 取締役会のあり方などガバナンス機構をめぐる問題 

我が国の上場会社等のコーポレート・ガバナンスのあり方を考える上で、取締役や監査役等のガバナ 

ンス機構のあり方は極めて重要な要素の一つであり、内外の投資者等からも強い関心が寄せられている。

我が国上場会社等において良質な経営を実現するとともに、投資者の信頼を確保していくことが重要 

であるとの観点から、以下のような対応がとられるべきである。 

・ 独立性の高い社外取締役を選任し監査役会等との連携を図ることを、取引所において、多くの上場

会社にとってふさわしいモデルとして提示 

・ それを踏まえ、上場会社は、それぞれのガバナンス体制の内容とその体制を選択する理由を開示 

 

○ 議決権行使を通じたガバナンスの発揮など投資者による議決権行使等をめぐる問題 

市場を通じて上場会社等のガバナンスを向上させていくためには、企業サイドの取組みとあわせて、

株主・投資者が自らの行動を通じて的確な経営監視を行っていくことが重要であるとの観点から、以下

のような対応がとられるべきである。 

・ 機関投資家による議決権行使ガイドラインの作成・公表、議決権行使集計結果の公表に係る業界ル

ール等の整備 

・ 上場会社等による株主総会の各議案の議決結果について賛否の票数の公表 

 

※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトの「報道発表資料」から「金融審議会金融分科会「我が国金融・資本

市場の国際化に関するスタディグループ」報告の公表について」（平成 21 年 6 月 17 日）にアクセスし

てください。 
 

 

http://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/tosin/20090617-1.html
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主要行等の平成20年度決算について 

【トピックス】 

 

 

 

主要行等の平成20年度決算発表を受けて、金融庁では、各行の発表した計数等を集計し、平成21年５

月29日に公表しました。以下、主要行等の平成20年度決算の概要について説明します。 

 

１．収益の状況 

銀行の本業の儲けを表す実質業務純益は21年３月期2.7兆円となり、20年３月期対比0.6 兆円の減

少となりました。これは、貸出残高の増加等による資金利益の改善があったものの、市況悪化により投

資信託販売等の手数料収入が減少したことなどによるものと考えられます。 

当期純利益は 21 年３月期▲1.6 兆円となり、20 年３月期対比 3.1 兆円減少しました。これは、企業

業績が悪化したことなどによる与信関係費用の増加（0.4兆円→1.9兆円）、株式市場の低迷による株式

の減損が増加（0.5兆円→1.5兆円）したことなどが影響したものと考えられます。 

 

２．財務の健全性の状況 

不良債権比率は、21年３月期1.7％となり、20年３月期対比0.3ポイント増加しました。 

  自己資本比率については、12.4％となりました。20 年３月期対比 0.1 ポイント増加しましたが、こ

れは、当期純損失や有価証券が含み損等になったものの、各行の自己資本増強策等によるものと考えら

れます。 

 

このように、与信関係費用や株式の減損の増加等の影響により当期純損失となりましたが、自己資本の

状況等を踏まえれば、主要行等の財務は引き続き健全と考えられます。 

 

 

※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトの「報道発表資料」から「主要行等の平成 20 年度中間決算について

《速報ベース》」（平成21年5月29日）にアクセスしてください。 

 

 

 

http://www.fsa.go.jp/news/20/ginkou/20090529-4.html
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地域銀行の平成21年 3月期決算の概要について 
 

 

 

地域銀行の平成 21 年３月期決算の発表を受けて、金融庁では、各行の発表した計数等を集計し、５月

29日に公表しました。以下、地域銀行の平成21年３月期決算の概要について説明します。 

 

 
 

※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトの「報道発表資料」から「地域銀行の平成 21 年 3 月期決算の概要」

（平成21年5月29日）にアクセスしてください。 

http://www.fsa.go.jp/news/20/ginkou/20090529-2.html
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我が国の預金取扱金融機関のサブプライム関連商品及び証券化商品等の保有額等について 

 

 

 

 

平成 21 年６月２日、金融庁では、我が国の預金取扱金融機関について、本年３月末時点におけるサブ

プライム関連商品等及び FSF 報告書における先進的開示事例を踏まえた証券化商品等の保有額等を取り

まとめ、公表しました。 

サブプライム関連商品等については、３月末において、我が国の預金取扱金融機関全体で、保有額は約

4,490億円（昨年12月末比 約▲1,160億円）、評価損及び実現損累計額の合計額は約１兆940億円（昨年

12月末では、約１兆530億円）となりました。 

他方、証券化商品等全体については、３月末において、保有額は約 18 兆 4,830 億円（昨年 12 月末比 

約▲9,250 億円）、評価損及び実現損累計額の合計額は、約３兆 3,020 億円（昨年 12 月末では、約３兆

2,380億円）となり、証券化商品等全体の評価損及び実現損の累計額は、昨年12月末時点と比べ、約640

億円増加しました。 

このように証券化商品等全体で損失がほぼ横ばいになった原因については、様々な要因が重複して影響

したものと思われますが、主として昨年の有価証券に係る会計基準の見直しを受けて、一部の金融機関に

おいて、時価評価の方法の変更が行われていること等によると考えられます。 

金融庁では、平成19年９月末以降、我が国預金取扱金融機関全体におけるサブプライム関連商品等や証

券化商品等（※）の保有状況を、統一した基準の下に開示してきました。 

こうした取組みは、サブプライムローン問題に端を発するグローバルな金融市場の混乱が証券化商品等

を通じて我が国の金融システムに与える影響についての理解の一助となるものであると考えています。 

金融庁としては、情報発信の取組みをこれからも推進し、金融システムの現状や金融行政の考え方に容

易にアクセスできる環境の整備を引き続き図っていきたいと考えています。 

 

（※）FSF 報告書における先進的開示事例を踏まえた証券化商品等の保有状況については、平成 20 年３

月末時点より集計・公表しています。 

 



- 7 - 

 
※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトの「報道発表資料」から「我が国の預金取扱金融機関のサブプライム

関連商品及び証券化商品等の保有額等について」（平成21年6月2日）にアクセスしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fsa.go.jp/news/20/ginkou/20090602-1.html
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中小企業向け融資の貸出条件緩和が円滑に行われるための措置に基づく貸出条件緩和の状況について

 

 

 

 

金融庁では、金融機関が借り手に対する貸出条件の緩和に柔軟に応じることができるよう、昨年 11 月

7 日に、各監督指針及び金融検査マニュアル別冊[中小企業融資編]を改定し（「中小企業向け融資の貸出

条件緩和が円滑に行われるための措置」）、本年２月 20 日にこの措置に基づく金融機関による中小企業向

け融資の貸出条件緩和の状況（平成20年７～９月期及び10～12月期）を公表しました。 

 今般、同措置に基づく貸出条件緩和の状況（平成 21 年１～３月期）を引き続き調査・集計し、平成 21

年６月５日に公表しましたので、概要をご紹介します。 

 今回の調査・集計では、金融機関が中小企業に対して貸出条件の緩和を行った債権は、主要行等、地域

銀行及び信用金庫・信用組合全体で、平成21年１～３月期において39,117件（１兆8,366億円）となり、

これを昨年 11 月の措置を講ずる以前の平成 20 年７～９月期と比較すると、件数ベースで 37.9％（金額

ベースで52.5％）の増加となっています。 

 また、貸出条件の緩和を行った債権のうち、経営改善の見込みがあり、不良債権に該当しなかった債権

は、平成 21 年１～３月期において 14,502 件（8,398 億円）となり、これを平成 20 年７～９月期と比較

すると、件数ベースで14.1倍（金額ベースで21.4倍）となっています。 

 金融庁においては、昨年 11 月の措置を実効あるものにすべく、金融機関や中小企業に対する周知・広

報等に取り組んできました。今回の調査結果から、こうした取組みにより、この措置の効果が浸透しつつ

あることが伺えると考えています。 

 

 

 
※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトの「報道発表資料」から「「中小企業向け融資の貸出条件緩和が円滑

に行われるための措置」に基づく貸出条件緩和の状況について（平成21年 1月～3月期）」（平成21年

6月5日）にアクセスしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fsa.go.jp/news/20/ginkou/20090605-1.html


- 9 - 

日米ハイレベル証券市場対話第５回会合について 

利益相反管理態勢の整備等に関する検査マニュアルの一部改定について 

【国際関連】 
 

 

 

第５回日米ハイレベル証券市場対話が６月15日、当庁において開催されました。 

日米ハイレベル証券市場対話は、グローバルな証券市場の共通課題について、定期的にハイレベルで議

論し合う政策対話であり、平成17年から開催されて以降、日・米で交互に、年１回開催されています。 
今回の「日米ハイレベル証券市場対話」においては、金融庁からは丸山総務企画局審議官（国際担当）、

SEC（米国証券取引委員会）からはケーシー委員をはじめとするハイレベル職員がそれぞれ参加しました。

会合では、格付会社、空売り、クレジット・デフォルト・スワップなどの規制上の課題、会計基準・ディ

スクロージャー、エンフォースメント上の課題など幅広い政策課題について話し合われました。 

昨年の日米ハイレベル会合からのこの１年間は、グローバルな金融・資本市場に混乱が見られた期間で

した。グローバルな金融危機に対応するために、各国の規制当局が真剣に議論しなければいけない時代と

考えられます。 

また、監督当局の協力も、ますますグローバル化しているところ、日米が以前にも増して連携していく

ことが重要です。さらに、世界的な金融市場の混乱が続く中、エンフォースメントの面においても、SEC
と金融庁が密接に連携・協力することは、極めて重要と考えられます。  

このような状況下、今回の「対話」を通じて、両当局の関係者が相互理解を深め、協力関係の一層の発

展が確保されました。 

 

※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトの「国際関連情報」から「金融庁と米国証券取引委員会（ＳＥＣ）と

の間の「日米ハイレベル証券市場対話」の開催について」（平成 21 年 6 月 15 日）にアクセスしてくだ

さい。 

 

【法令解説】 

 

 

 

１．はじめに 

   金融庁では、去る５月20日、「金融検査マニュアル」、「保険検査マニュアル」及び「金融持株会社に

係る検査マニュアル」について、利益相反管理態勢等の整備に関する検証ポイントを定めるなどの一部

改定を行いました。 
  
２．改定の経緯 

   昨年６月に成立した金融商品取引法等の一部を改正する法律において、ファイアーウォール規制の見

直し及び利益相反管理態勢の構築の義務付けなどが行われました。 

本改正は、異なる業態間の相互参入に関するファイアーウォール規制を緩和するとともに、自社又は

グループ会社による取引に伴って顧客の利益が不当に害されることを回避するための利益相反管理態勢

整備を義務付けることによって、金融グループとしての多様で質の高いサービス提供を可能にすること

に狙いを置いています。 

各検査マニュアルについても、本改正を受け、顧客保護の観点から、利益相反管理態勢の整備等に関

する検証ポイントを新設するなどの改定を行うこととし、平成 21 年３月 31 日から４月 30 日にかけて

改定案をパブリックコメントに付し、５月 20 日、寄せられた意見等への回答とともに、それらを踏ま

えた改定版を公表しました。なお、本改定については、本年６月１日に施行され、同日以降を検査

実施日とする検査について適用されます。 
 

３. 金融検査マニュアル 

以下、本項で、改定となった金融検査マニュアルの概要や主な検証項目について見ていきましょう。 

 

⑴ 改定の概要 

   金融商品取引法等における利益相反管理に関する規制は、「利益相反取引」そのものを禁止する行

為規制ではなく、金融機関に対し、顧客の利益保護の観点から、適切な利益相反管理を行うための

http://www.fsa.go.jp/inter/etc/20090615.html
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態勢整備などを求めています。 

   そこで、今回の金融検査マニュアル改定では、利益相反管理態勢について、顧客保護等管理態勢の

検証項目の一つとして、顧客説明管理態勢や顧客サポート等管理態勢などと並べて、記載することに

しました。 

   なお、金融検査マニュアルでは、顧客保護等管理について、金融機関が顧客の視点から自らの業務

を捉えなおし、不断に検証し改善する姿勢が重要であると述べており、利益相反管理に当たってもこ

うした姿勢が重要ということになります。 

 

⑵ 主な検証項目 

① 利益相反管理とは 

    利益相反管理とは具体的に何を言うのでしょうか。 

    この点、金融検査マニュアルには 

金融機関又はグループ関連会社による取引に伴い顧客の利益が不当に害されることのないよ

う行われる利益相反の管理 

 と、記載されています。 

    この、「金融機関又はグループ関連会社」については、銀行法第 13 条の３の２第１項1に規定さ

れている当該銀行、当該銀行を所属銀行とする銀行代理業者、当該銀行の親子金融機関等に加えて、 

・ 当該金融機関が顧客保護のために利益相反の管理が必要であると判断した場合にはその会社 

と記載しています。 

    さらに、保護対象も「顧客」としており、銀行法のように「銀行関連業務に係る顧客」との限定

は付していません。 

    これらにより、法令の範囲を超えて、利益相反管理を行っているかを検証するように見えるかも

しれませんが、本検証項目はそのような趣旨で記載されたのではありません。 

    いかなる取引によりどのような顧客の利益が害されるおそれがあるかについては、各金融機関グ

ループにより事情が大きく異なるので、利益相反管理態勢の整備に当たって、各金融機関は、対象

取引や保護対象となる顧客について、法令を基準に自らの業務の規模・特性等に応じて範囲を自ら

判断すべきとの趣旨で記載しているのです。 

 

②  組織体制について 

    金融検査マニュアルは、利益相反管理態勢について、 

適切な利益相反管理態勢を整備・確立するための利益相反管理全般を統括する責任者(利益相

反管理責任者)…を設置し、その責任及び権限を明確化し適切な役割を担わせる態勢を整備して

いるか。 

   と、利益相反管理責任者の設置を検証項目として定めています。 

なお、利益相反管理部門を設置する、といった場合の具体的な組織体制の整備については、金融

機関の判断に委ねており、利益相反管理が実効的に確保されている限り、コンプライアンス統括部

門など他の部門の役職員が利益相反管理等の職務を兼務することも否定されません。 

    また、きめ細かい管理を行うために複数の利益相反管理責任者を置くことももちろん可能ですが、

この場合においては、管理全般に係る責任を負う者を定めるなどの方法により、責任の所在を明確

にしておく必要があるでしょう。 

 

③ 営業部門からの独立性の確保 

金融検査マニュアルは、利益相反に係る態勢整備における留意点として、利益相反管理責任者が

営業部門からの独立性を確保していることと、営業部門に対する牽制機能を発揮する態勢を整備し

ていることを記載しています。 

その趣旨は、営業部門の役職員が利益相反管理の判断に干渉した結果、必要な利益相反管理の措

置が取られなかったなどといったことを防止する点にあります。 

                                                  
1  銀行は、当該銀行、当該銀行を所属銀行とする銀行代理業者又は当該銀行の親金融機関等若しくは子金融機関等が行う取

引に伴い、当該銀行、当該銀行を所属銀行とする銀行代理業者又は当該銀行の子金融機関等が行う業務（銀行業、銀行代理

業その他の内閣府令で定める業務に限る。）に係る顧客の利益が不当に害されることのないよう、内閣府令で定めるところ

により、当該業務に関する情報を適正に管理し、かつ、当該業務の実施状況を適切に監視するための体制の整備その他必要

な措置を講じなければならない。 
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実際のビジネスにおいては、「あらかじめ利益相反管理責任者等が定めた業務マニュアルに従い、

営業部門が定型的に判断を下す」といった場面も十分に想定されますが、ここでは営業部門の役職

員が利益相反管理のプロセスに関与することを一切否定するものではありません。 

もっとも、利益相反管理は、営業上の利益を追求することとは相容れない判断を求められる性質

を持つものなので、厳に利益相反管理の観点から判断するべき範囲と、営業部門が関与してよい範

囲の区別を整理するように配慮する必要があります。 

  

④ 利益相反管理の実施と評価・改善活動 

その他、金融検査マニュアルでは、 

・ 利益相反のおそれがある取引を適切に特定する態勢が整備されているか 

・ 適切な利益相反管理の方法を選択する態勢が整備されているか 

・ 利益相反管理の記録およびその保存がなされているか 

など、各金融機関が利益相反管理のために実施する施策や、利益相反管理態勢の評価・改善活動

（PDCA サイクルのCA に該当する部分）について検証する項目を置いています。 

 

４．保険検査マニュアル 

  保険検査マニュアルにも、金融検査マニュアル同様、顧客保護等管理態勢チェックリストに利益相

反管理の態勢に関する検証項目を新設しました。 

  保険検査マニュアルは、必ずしも金融検査マニュアルのような PDCA サイクルに基づいた記載が明

確になされておらず、用語の用法も金融検査マニュアルと違う部分がありますが、基本的な考え方は、

金融検査マニュアルと同じと考えて差し支えありません。 

  

 

５．金融持株会社に係る検査マニュアル 

  金融持株会社に係る検査マニュアルでは、銀行持株会社に係るチェックリスト、保険持株会社に係る

チェックリストそれぞれに、グループ経営管理（ガバナンス）態勢チェックリストの中の特に留意すべ

き個別の問題として、利益相反管理に関する検証項目を定めています。 

  この項目では、金融持株会社の取締役が、グループ全体としての利益相反管理の必要性を十分に認識

し、一元的な管理態勢を構築しているかを検証項目としています。 

 

※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトの「報道発表資料」から「利益相反管理態勢の整備等に関する検査マ

ニュアルの一部改定について」（平成21年5月20日）にアクセスしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fsa.go.jp/news/20/20090520-1.html
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保険会社向けの総合的な監督指針の一部改正について 

 

 

 
金融庁では、「保険会社向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)について、平成 21 年４月 23 日から

５月 25 日にかけて広く意見の募集を行い、６月８日にパブリックコメントの結果を公表し、監督指針の

一部改正を行いました。改正された監督指針は同日から適用を行っています。 

改正の趣旨及び概要は、以下のとおりです。 

 

１．趣旨 

今回の改正は、金融安定化フォーラム（FSF）の報告書や G20 の行動計画等を踏まえ、保険会社向

けの監督指針のリスク管理に係る着眼点について改正を行いました。 

 

２．改正の概要 

⑴ 統合リスク管理【 Ⅱ-2-6-1 】 

保険会社は一般に複雑かつ大規模なリスクを抱えていることから、各種リスクを統合して管理す

る態勢の整備を求めることとしました。具体的には監督上の着眼点を以下のとおり規定しました。 

①  保険会社全体の経営方針に沿った統合リスク管理方針を定めているか。 

② リスクを統合的に管理する部門を明確化しているか。 

③ 共通基準によるリスクの計量化を行い、その結果を業務執行へ活用しているか。 等 

 

⑵ ストレステスト【 Ⅱ-2-6-2 】 

現行の監督指針においてもストレステストについての記載はありますが、当該テストが、市場が

大きく変動している状況下においてもリスク管理に関する具体的判断に活用されるよう、ストレス

シナリオの設定等に関する留意点を追加しました。具体的には以下のとおりです。 

① ヒストリカルシナリオ（過去の主な危機のケースや最大損失事例の当てはめ）のみならず、複数

の要素（株価、金利、為替等）が同時に変動するような仮想のシナリオによる分析も行っているか。 

② その際には、平時において想定していた保有資産間の価格の相関が崩れるような事態も含めて検

討しているか。 

③ ストレスシナリオの設定に際しては、統合リスク管理の計量化手法で把握できないリスクを捉え

るとの観点からの配慮がなされているか。 等 

 

⑶ 証券化商品等のクレジット投資のリスク管理【 Ⅱ-2-6-6-2(3) 】 

証券化商品等のクレジット投資に係るリスク管理に関し、以下のような監督上の着眼点を追加し

ました。 

① 裏付けとなる資産の内容、優先劣後構造や信用補完の状況、クレジットイベントの内容など、商

品等の内容把握に努めているか。 

② 価格評価にあたり、頻繁な取引がある場合には当該取引価格、ない場合には売買頻度や売手と買

手の価格差に留意して合理的な価格評価を行い、会計処理に反映しているか。 

③ 市場流動性に懸念が認められた場合の適時の対応態勢が整備されているか。 等 

 

⑷ 金融保証保険・CDS 取引に係るリスク管理【 Ⅱ-2-6-6-2(3)、Ⅱ-2-6-7-2(2)⑦ 】 

金融保証保険・CDS 取引に係るリスク管理について、以下のような監督上の着眼点を追加しま

した。 

① 金融保証保険の対象となる債務あるいは CDS の参照債務の内容、クレジットイベントの内容な

ど、商品等の内容把握に努めているか。 

② 金融保証保険に関しては、その負債価値について適切に評価を行い、必要に応じ保険契約準備金

の追加積立てを行っているか。 

また、CDS 取引に関しては、価格評価にあたり、頻繁な取引がある場合には当該取引価格、な

い場合には売買頻度や売手と買手の価格差に留意して合理的な価格評価を行い、会計処理に反映し

ているか。 

③ 金融保証保険や CDS 取引等において、保証債務又は参照債務の信用の程度や保険会社の格付け

等に基づいて担保が要求される条件となっている場合には、担保の提供を想定した流動性の管理を



- 13 - 

行っているか。 

④ CDS 取引を行うにあたっては、取引の安全性を向上させる観点から、取引の標準化や中央決済

機関の利用などといった関係者の取組みも念頭に置きつつ、適切な取引実務を採用しているか。 

等 

 

⑸ 保険契約を再保険に付した場合の責任準備金の取扱い【 Ⅱ-2-1-4(8)① 】 

保険契約を再保険に付した場合に、当該再保険を付した部分に相当する責任準備金を積み立てな

いことができるとされていますが、この取扱いの可否は、以下の点に着目して判断すべきであるこ

とを明確化しました。 

① 当該再保険契約がリスクを将来にわたって確実に移転する性質のものであるか 

② 当該再保険契約に係る再保険金等の回収の蓋然性が高いかどうか 

 

※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトの「報道発表資料」から「「保険会社向けの総合的な監督指針」の一

部改正（案）に対するパブリックコメントの結果について」（平成21年6月8日）にアクセスしてくだ

さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fsa.go.jp/news/20/hoken/20090608-1.html
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Ｑ：株価がＧＭの破綻を悪材料出尽くしということで今日も少し回復しています。１

万円台が見えるところまで戻ってきました。株式市場をどう見ておられるのかとい

うことと、あと株式市場が金融機関の経営などに与える影響があれば教えてくださ

い。 

Ｑ：ＦＸ（外国為替証拠金取引）の証拠金のレバレッジの問題でお伺いしたいんです

けれども、３つお願いします。まず、大臣の口から改めてその目的についてお伺い

したいのが１点。もう１点は、来年50倍、その翌年25倍という案のようですけれ

ども、その数字についてどういう観点から25倍、50倍という数字が出てきたと思

われるかが１点。３つ目が、シンクタンクのアンケートなどを見ると、自由裁量で

あるべきだとか、行政がそこまでタッチするべきでない、という意見が目立つんで

すけれども、それについてどう思われますか。 

Ｑ：金融監督行政のことですけれども、アメリカ政府が大手の金融機関をＦＲＢの下

で監督するという新しい改革の方針を発表しましたけれども、これについてのご評

価を聞かせてください。 

【金融ここが聞きたい！】 

 このコーナーは、大臣の記者会見における質疑応答などの中から、時々の旬な情報をセレクトしてお届

けするものです。 

 もっとたくさんご覧になりたい方は、金融庁ウェブサイトの「記者会見」のコーナーにアクセスして

ください。 
 

 

 
 

 

Ａ．株価は６カ月後の経済を表す先行指標であると言われていますけれども、下がるよりもこうして上が

った方がはるかに元気が出る。それから、日本の銀行の自己資本の中には株ももちろん入っているわけ

ですが、そういう意味では自己資本比率にはいい影響を与えております。ただ、これがちゃんと金融仲

介機能に結びつくのかどうかというのはきちんと見ていかないと。株価が上がったから銀行が気前よく

貸してくれるなんていう世界は、多分あり得ないんだろうと思っています。 

 

【平成21年6月2日（火）閣議後記者会見】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ａ．外国為替証拠金取引の証拠金率の問題は、何百倍という世界は、常に追い証が発生する世界になると

いうことが１つ。それから外国為替を買った人が小さい証拠金でそれほど大きな為替取引をしていると

いう自覚が発生していないという場合があるわけです。為替取引自体は多くの方が参加して為替水準の

平準化をもたらすために必要な分野ですけれども、やはり賭博的に流れないようにするには証拠金率は

為替変動幅に相関したものでなければならない。100 分の１というのは１円の世界ですから、500 分の

１というのは 20 銭の世界ですから、たったそれだけの変動で追い証とかそういう世界が発生する、あ

るいは全財産を失う、そういうことは、普通の一般の投資家というのは多分玄人ではないわけですから、

やはり素人がそういうものに参加されるのでしたら、追い証の発生率とかそういうものをなるべく低く

とっておいた方が投資家のためだと思っています。業者のためにやっているわけではないですから。 

 

【平成21年6月5日（金）閣議後記者会見】 

 

 

 

 
Ａ．銀行監督については今までずっと 1920 年代からやってきたわけです。ですから、ある時点までは必

ずしも不十分だったということは言えないと思いますけれども、こういう金融危機になりますと２つ問

題があります。大きく分けて１つは銀行経営に関する情報開示。これは銀行の多くは簿外で色々な取引

をやっている。そういうことに関しては、やはり銀行の健全性全体を示す上では簿外で行っている色々

な取引等についてもきちんとした開示を行うべき、そういう一群の色々な規制。もう１つは投資家、預

金者をきちんと保護するという部分の改正。この二通りの大きな改正の視点を具体的な細かい規定に落

としてアメリカ政府が発表されたわけで、当然銀行の健全性や預金者、投資者を保護するという意味で

http://www.fsa.go.jp/common/conference/index.html
http://www.fsa.go.jp/common/conference/minister/2009a/20090602.html
http://www.fsa.go.jp/common/conference/minister/2009a/20090605.html
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は重要な規制改革案だと我々は評価しております。 

 
【平成21年6月19日（金）閣議後記者会見】 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fsa.go.jp/common/conference/minister/2009a/20090619.html
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【お知らせ】 

○ 株券電子化が平成21年１月５日より実施されました！ 
株券電子化について、よくあるご質問をQ&A 形式でお答えします。 

Q1．株券電子化とは、どういうことですか？ 

株券電子化（株式のペーパーレス化）とは、「社債、株式等の振替に関する法律」により、上場会社の

株式等に係る株券をすべて廃止し、株券の存在を前提として行われてきた株主権の管理を、証券保管振

替機構（以下、「ほふり」といいます。）及び証券会社等の金融機関に開設された口座において電子的に行

うこととするものです。 
平成 21 年１月５日に株券電子化が実施され、上場会社の株主権の管理は新たな株式管理制度による電

子的な管理に統一されました。 
 

Q2．株券電子化のメリットは何ですか？ 

株券電子化には、次のような多くのメリットがあります。 
① 株主にとっては、 
ⅰ）株券を手元で保管することなどによる紛失や盗難、偽造株券取得のリスクが排除されます。 
ⅱ）株式の売買の際、実際に株券を交付・受領したり株主名簿の書換申請を行う必要がなくなりま

す。 
ⅲ）発行会社の商号変更や売買単位の変更の際に、株券の交換のため、発行会社に株券を提出する必

要がなくなります。 
② 発行会社（株主名簿管理人を含む。）にとっては、 

ⅰ）株主名簿の書換に当たり株券が偽造されたものでないか等のチェックを行う必要がなくなりま

す。 
ⅱ）株券の発行に伴う印刷代や印紙税、企業再編（企業間の合併や株式交換、株式移転など）に伴う

株券の回収・交付のコスト等が削減できます。 
ⅲ）株券喪失登録手続を行う必要がなくなります。 

③ 証券会社にとっては、 

ⅰ）株券の保管や運搬に係るリスクやコスト等が削減されます。 
ⅱ）株主が株券をほふりに預託する場合やほふりに預託された株券を引き出す場合の手続を行う必要

がなくなります。 
 

Q3．株券電子化により、株主はどのような手続きが必要ですか？ 

⑴ 株券電子化の実施前に株券をほふりに預託した方は、特段の手続をとる必要はありません。 

⑵ 株券電子化の実施までにほふりに預託せず、株券がお手元にある方は、株主名簿上の名義人の名前 

で、発行会社により「特別口座」が開設され、権利は保全されています。 

ただし、特別口座では株式の売却・担保設定等の取引はできません。取引をするためには、株主が

証券会社に口座を開設し、特別口座から株式の振替手続を行うことが必要です。取引を希望する方は、

特別口座を開設する信託銀行等や証券会社にご相談ください。 
 

Q4． 株券が手元にあり、名義書換えをしないまま株券電子化を迎えた場合、特別口座の名義を本人

名義に回復するには、どのような手続が必要ですか。 

他人名義で開設された特別口座の名義を本人名義に回復するためには、以下のような手続が必要となり

ます。 
⑴ 特別口座の名義人との共同申請 

⑵ 以下のいずれかの書類を提出して申請 

① 相続を証する書面 

② 裁判の判決、和解調書など 

③ 株券＋株券電子化前に当該株券を取得したことを証する書面（株券電子化後１年間のみ） 

これらの手続を行おうとする方は、特別口座を開設する信託銀行等にご相談ください。 
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Q5．株式担保取引はどのようにしたらよいのですか？ 

株券電子化実施後、株式を担保として差し入れる場合、銀行等の担保権者への口座に振り替えることに

より行われます。取引を行おうとする方は、取引先の証券会社や銀行等にご相談ください。 
なお、株式担保取引の匿名性については、株券電子化実施後についても確保が可能となっています。 
 

Q6．未上場の株式は電子化の対象ですか。 

株券電子化の対象は証券取引所に上場された株式であり、未上場の株式（未公開株式）は対象外です。 
（注）上場株券のほか、上場投資証券及び上場優先出資証券も株券電子化の対象です。 
 

Q7．株券電子化の実施後に何か注意する点はありますか。 

株券電子化の実施後においては、株券を価値があるかのように装って売り付ける行為や、金融庁や証券

会社、関係団体などを名乗って株券を回収する行為（注）などの詐欺的行為がないとは言い切れません。    
金融庁や証券会社、関係団体などが株券を回収することはありません。このような詐欺的行為にはく

れぐれもご注意ください。 

（注）株券電子化後においても株券は、名義回復を行う際の重要な証拠書類となり得ますので、その管

理・処分についてはご注意ください。 
 

○ 悪質なファンドの勧誘にご注意ください！ 

ファンド形態で出資の勧誘を行う場合は登録が必要です 
 

平成19年９月30日に金融商品取引法（以下、「金商法」といいます。）が施行され、一般投資家向け

にいわゆるファンド形態で出資の勧誘等を行う者に財務局（福岡財務支局及び沖縄総合事務局を含む）

への登録義務が課されました（プロ向け業務（＝適格機関投資家等特例業務）を行う者であれば届出義

務）。 

具体的には、 

１． 他者からお金を集め（出資を募り） 

２． 何らかの事業や投資を行い  

３． その事業や投資から生じる収益を出資者に分配する仕組み  

を運営している者は、 財務局への登録又は届出が義務付けられました。  

登録業者及び届出業者については、金融庁ウェブサイトで確認ができます。 
無登録業者からの出資の勧誘等には十分ご注意ください。 

また、登録業者でも、出資の勧誘等の際には、例えば、次のようなルールを守らなければならないこ

とになっています。 
・ 公告をする場合には、金融商品取引業者である旨及び登録番号などを表示しなければならなら

ず、利益の見込みについても、著しく事実に相違する表示や、著しく誤認させるような表示をし

てはならない。 

・ 契約を締結しようとするときは、あらかじめ、顧客に対し、登録番号、契約の概要、手数料の

概要等を記載した書面を交付しなければならない。 

・ 「虚偽のことを告げる行為」や「不確実な事項について断定的判断を提供して勧誘をする行

為」をしてはならない。 

・ 損失補てんをしてはならない。 

 
たとえ登録を受けている業者であっても、信頼できるとの確信が持てない場合は、慎重な対応をお勧

めします。 
なお、届出業者については、金融庁に届出を行えば業務を行うことが可能であり、届出の際に金融

庁が審査等を行っているわけではございません。届出があることをもって信頼性が確保できるもので

はございませんので、取引を行う際は十分ご注意ください。 

 

 

 

 

http://www.fsa.go.jp/policy/kinyusyohin/index.html
http://www.fsa.go.jp/menkyo/menkyo.html
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○ 認定投資者保護団体の更なる活用を期待しています。 
金融商品取引法（以下、「金商法」といいます。）においては、投資者保護のための横断的法制の構築

の一環として、「認定投資者保護団体」に関する制度を整備しています。 

この制度は、苦情解決及びあっせん業務の業態横断的な取組みをさらに推進するため新たに設けられ

たものであり、金商法上の自主規制機関以外の民間団体が金融商品取引業者等に関する苦情の解決及び

あっせん業務を行う場合に、行政がこれを認定することにより、当該民間団体の業務の信頼性を確保し

ようとする枠組みです。 

金商法が施行されて以降、平成 19 年９月 30 日に社団法人生命保険協会、平成 20 年３月７日に社団

法人日本損害保険協会、平成 20 年 10 月１日に全国銀行協会、平成 21 年 4 月 1 日に社団法人信託協会

が認定を受けています。 

認定投資者保護団体は、金融商品取引業者以外の者も設立が可能で、具体的には、たとえば、消費者

団体、NPO 法人や各種の業界団体等が考えられますが、これに限らず、認定の要件・基準を満たす民

間団体は認定投資者保護団体になることが可能です。金融庁としては、苦情解決・あっせん業務は、事

後的な投資者保護策として非常に重要ですので、同制度が幅広く活用され、一層の投資者保護に寄与し

ていただくことを強く期待しています。 
 

○ 皆様からの情報提供が市場を守ります！ 

証券取引等監視委員会は、市場分析審査、証

券検査、課徴金調査、開示検査及び取引の公正

を害する犯則事件の調査を通じて、市場の公正

性・透明性を確保し、投資者を保護することを

使命としています。 

当委員会では、こうした調査や検査などの参

考として有効に活用するため、広く一般の皆様

から、市場において不正が疑われる下記のよう

な情報を、電話や郵送、FAX、インターネット

等により受け付けており、平成 19 事務年度に

は、5,841 件と多数の情報をお寄せいただきま

した。 

個別銘柄に関する情報 

相場操縦(見せ玉など)やインサイダー取引

(会社関係者による重要事実公表前の売り抜け

など)、風説の流布(ネット掲示板の書込み等に

よるデマ情報など)、疑わしいディスクロージ

ャー(有価証券報告書の虚偽記載など) やファ

イナンス（架空増資、疑わしい割当先など）、

上場会社の内部統制の問題・・・ など 

金融商品取引業者に関する情報 

証券会社や外国為替証拠金取引業者、投資助

言業者などによる不正行為（リスク説明の不足、

システム上の問題など）や、財務内容の健全性

等に関する問題・・・ など 

その他の情報 

疑わしい金融商品・ファンド、無登録業者、

市場の公正性を害するような市場参加者(いわ

ゆる仕手グループなど)の情報・・・ など 

以上のような情報につきましては、是非、当

委員会までご提供をお願いします。(なお、個

別のトラブル処理・調査等の依頼には対応して

いませんので、ご了承ください) なお、インタ

ーネットからの情報のご提供は、証券取引等監

視委員会ウェブサイトの情報受付窓口からお願

いします。 

 

 

 

○「e-Gov 電子申請システム」ご利用について 

国民の利便性・サービス向上の取組みとして、金融庁が所管する申請・届出についても、「e-Gov 電

子申請システム」(http://shinsei.e-gov.go.jp/menu/smenu.html)の利用により、電子申請・届出をす

ることができますので、みなさまの積極的なご利用をお願いします。 

本システムで手続きが可能な申請・届出等については「申請･届出などの手続案内・金融庁認証局に

ついて」(http://www.fsa.go.jp/common/shinsei/index.html)の「法令一覧による検索」をご確認くだ

さい。 

 

一般からの情報提供を求めるポスター

http://www.fsa.go.jp/policy/kinyusyohin/index.html
http://www.fsa.go.jp/news/19/syouken/20071001-2.html
http://www.fsa.go.jp/news/19/syouken/20080307-2.html
http://www.fsa.go.jp/news/20/syouken/20081001-2.html
http://www.fsa.go.jp/news/20/syouken/20090401-2.html
http://www.fsa.go.jp/sesc/index.htm
https://www.fsa.go.jp/sesc/watch/
http://shinsei.e-gov.go.jp/menu/smenu.html
http://shinsei.e-gov.go.jp/menu/smenu.html
http://www.fsa.go.jp/common/shinsei/index.html
http://www.fsa.go.jp/common/shinsei/index.html
http://shinsei.e-gov.go.jp/225/annai/contents/hourei.html
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なお、本システムのご利用にあたりましては、「e-Gov 電子申請システム利用規約」に同意していた

だく必要があります。 

 

「e-Gov 電子申請システム」利用のメリット 

 

いつでも 

・ 時間にとらわれず夜間や休日でも24時間手続きができます。 

(注) 本システムの保守等が必要な場合は、システムの運用停止等を行うことがあります。 

 
どこでも 

・ 自宅や職場、遠隔地からでも、インターネット経由で手続きができます。 

（注）添付書類のうち、公的機関証明書等、原本を提出する必要のあるもの等については、別に郵送 

等で提出していただくことになります。 

 

※ 「e-Gov 電子申請システム」の使い方について、詳しくは e-Gov トップページの「e-Gov 電子申請シ

ステムのご利用はこちらから」をご確認ください。 

 

〇 新着情報メール配信サービス（日本語版・英語版）へのご登録のご案内 
  金融庁ウェブサイトでは、新着情報メール配信サービス（日本語版・英語版）を行っています。皆

様のメールアドレスをあらかじめ登録していただきますと、日本語版の場合、毎月発行される「アクセ

ス FSA」や日々発表される各種報道発表など、新着情報を１日１回、電子メールでご案内します。 

  また、英語版でも金融庁英語版ウェブサイトの新着情報や「FSA Newsletter」など、新着情報を１日

１回、電子メールでご案内します。 

日本語版の登録をご希望の方は、「新着情報メール配信サービス」に、英語版の登録は「Subscribing 
to E-mail Information Service」 にアクセスしてください。 

 

○ 証券取引等監視委員会ウェブサイトにて新着情報メール配信サービスへの

ご登録のご案内 
証券取引等監視委員会ウェブサイトでは、新着情報メール配信サービス(日本語版・英語版）を行

っています。皆様の電子メールアドレスをあらかじめ登録していただきますと、金融商品取引業者等に

対する行政処分等に関する勧告や課徴金納付命令に関する勧告など、証券取引等監視委員会ウェブサイ

トの新着情報を電子メールでご案内します。 

 

※ 詳しくは、日本語版の登録をご希望の方は、証券取引等監視委員会ウェブサイトの「新着情報メー    

ル配信サービス」に、英語版の登録は「Subscribing to E-mail Information Service」 にアクセスして

ください。 

 

○ 公認会計士・監査審査会ウェブサイトにて新着情報メール配信サービスへ

のご登録のご案内 

  公認会計士・監査審査会ウェブサイトでは、新着情報メール配信サービス(日本語版・英語版）を

行っています。皆様の電子メールアドレスをあらかじめ登録していただきますと、公認会計士・監査審

査会ウェブサイトの新着情報を電子メールでご案内します。 

 

※ 詳しくは、日本語版の登録をご希望の方は、公認会計士・監査審査会ウェブサイトの「新着情報メ

ール配信サービス」に、英語版の登録は「Subscribing to E-mail Information Service」 にアクセスし

てください。 

 

http://shinsei.e-gov.go.jp/menu/prepare/agreement.html
http://www.e-gov.go.jp/index.html
http://shinsei.e-gov.go.jp/menu/precheck.html
http://www.fsa.go.jp/haishin/service_top.htm
http://www.fsa.go.jp/en/haishin/index.html
http://www.fsa.go.jp/haishin/sesc/index.html
http://www.fsa.go.jp/haishin/sesc/en/index.html
http://www.fsa.go.jp/haishin/cpaaob/index.html
http://www.fsa.go.jp/haishin/cpaaob/en/index.html


- 20 - 

【６月の主な報道発表】 
2日 ｱｸｾｽ 我が国の預金取扱金融機関のサブプライム関連商品及び証券化商品等の保有額等について 

5日 ｱｸｾｽ 
「中小企業向け融資の貸出条件緩和が円滑に行われるための措置」に基づく貸出条件緩和の状

況について（平成21年１～３月期） 

8日 ｱｸｾｽ 
「保険会社向けの総合的な監督指針」の一部改正（案）に対するパブリックコメントの結果に

ついて 

 ｱｸｾｽ 損害保険業の免許について 

9日 ｱｸｾｽ 
国際会計基準委員会財団（ＩＡＳＣＦ）モニタリング・ボードによる「Ｇ２０首脳の要請に対

するデュープロセスに関するモニタリング・ボード声明」の公表について 

10日 ｱｸｾｽ 株式会社百十四銀行に対する行政処分について 

12日 ｱｸｾｽ 「外国監査法人等に対する検査監督の考え方（案）」の公表について 

 ｱｸｾｽ 破綻金融機関の処理のために講じた措置の内容等に関する報告 

 ｱｸｾｽ 
金融庁と米国証券取引委員会（ＳＥＣ）との間の「日米ハイレベル証券市場対話」の開催につ

いて 

16日 ｱｸｾｽ 「我が国における国際会計基準の取扱いについて（中間報告）」の公表について 

17日 ｱｸｾｽ 
金融審議会金融分科会「我が国金融・資本市場の国際化に関するスタディグループ」報告の公

表について 

 ｱｸｾｽ 商工会議所に対するアンケート調査結果の概要 

 ｱｸｾｽ 
「貸金業者向けの総合的な監督指針」の一部改正（案）に対するパブリックコメントの結果等

について 

 ｱｸｾｽ 
「事務ガイドライン(第三分冊：金融会社関係 13 指定信用情報機関関係)（案）」に対する

パブリックコメントの結果等について 

18日 ｱｸｾｽ 指定試験機関の指定について 

 ｱｸｾｽ ジャパン・デジタル・コンテンツ信託株式会社に対する行政処分について 

19日 ｱｸｾｽ 
金融庁や証券取引等監視委員会の職員を装った悪質な電話にご注意ください！～ 未公開株に

関するご注意 ～ 

22日 ｱｸｾｽ 
「銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令（案）」等に対するパブリックコメントの結果

について 

24日 ｱｸｾｽ 
「投資信託及び投資法人に関する法律施行規則等の一部を改正する内閣府令（案）」に対する

パブリックコメントの結果等について 

 ｱｸｾｽ 電子債権記録機関の指定について 

25日 ｱｸｾｽ 三菱ＵＦＪ証券株式会社に対する行政処分について 

26日 ｱｸｾｽ カブドットコム証券株式会社社員による内部者取引に対する課徴金納付命令の決定について 

 ｱｸｾｽ 
カブドットコム証券株式会社社員からの情報受領者による内部者取引に対する課徴金納付命令

の決定について 

 ｱｸｾｽ シティバンク銀行株式会社に対する行政処分について 

29日 ｱｸｾｽ 
金融審議会金融分科会第二部会協同組織金融機関のあり方に関するワーキング・グループ「中

間論点整理報告書」の公表について 

 
※ ｱｸｾｽ マークのある項目につきましては、 ｱｸｾｽ から公表された内容にアクセスできます。 
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